
 最後に、入札制度についてお伺い

します。 

 本市の公共工事における入札制度

についてお伺いをいたします。 

 御承知のとおり、新居浜市におい

ては公共工事の契約に関して、設計

金額が2,000万円以下の工事につい

ては、指名競争入札を行うこととさ

れております。この基準は、入札参

加の機会を広く確保し、透明性と公

平性を担保するための仕組みとし

て、長年運用されてきたものと承知

しております。しかしながら、昨今

の経済情勢を踏まえますと、この

2,000万円以下という金額が、現在

の実勢に必ずしも即していないので

はないかと考えるところでありま

す。 

 御承知のとおり、建設資材価格は

近年、全国的に高騰を続けており、

鉄鋼材や木材、アスファルト資材、

さらにはコンクリート製品など、あ

らゆる分野で資材費が上昇しており

ます。その傾向は、今後も継続する

と予測されております。また、人件

費の上昇も顕著であり、建設業に携

わる技能労働者の高齢化が進む一

方、若手人材の確保は年々困難さを

増しております。 

 国も建設業の働き方改革を進め、

時間外労働の上限規制を適用するな

ど、週休２日制導入による労務単価

の上昇は必然的な流れとなっていま

す。実際に公共工事設計労務単価

は、ここ数年連続して引上げが行わ

れているところであります。こうし

た資材高騰と人件費上昇の影響によ

り、同じ規模、同じ内容の工事であ

っても、以前であれば概算2,000万

円で収まっていた事案が、現在では

2,500万円あるいは3,000万円近い金

額を要することも少なくありませ

ん。 

 すなわち、現行の2,000万円以下

という入札基準は10年以上続いてお

りますけれども、実質的に物価水準

が変化する前の時代の感覚に基づい

ており、今日の状況では対応できな

いのではないかと考えるのでありま

す。 

 その結果、工事発注方式において

事務手続の簡素化や実績のある業者

を確保するために設けられた指名競

争入札の対象が相対的に縮小してし

まっている可能性があります。 

 本来であれば、指名競争入札に付

すべき規模の工事が、基準額との関

係で一般競争入札へと振り分けられ

てしまうことになれば、市民から見

ても制度の趣旨が保たれているとは

言い難い状況が生じかねません。加

えて、地元建設業者の健全な育成と

いう観点からもこの問題は重要であ

ると考えます。 

 地域の中小建設業者にとって、公

共工事への参加機会を増やすこと

は、受注機会の拡大を意味します。

公共工事の発注は地域の建設業を支

え、雇用を守る大切な基盤でありま

す。体力のある大きな企業に受注が

集中してしまえば、市場競争が損な

われ、価格の適正化や技術力の向上

といった効果も十分に発揮されなく

なるおそれがあります。 

 そこで提案申し上げます。 

 新居浜市においてもこの指名…

…。（ブザー鳴る） 


